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人口減少社会を迎え、国内の多くの都市において、空き地・空き家等の低未利用地が時間的・

空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行しており、生活利便性の低下、治安・

景観の悪化、地域の魅力が失われる等の支障が生じています。 

その対策に向け、関係法律を一括して改正し、低未利用地の集約等による利用の促進、地域

コミュニティによる身の回りの公共空間の創出、都市機能のマネジメント等の施策を総合的に

講じるための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が、４月１８日に成立しました。

多くの新たな制度の創設が盛り込まれている同法の内容を紹介します。 

【都市のスポンジ化対策】 

（１） 低未利用地等の集約による利用の促進 

① 「低未利用土地権利設定等促進計画制度」の創設 

 低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず複数

の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成することができる制度です。 

 この計画は、立地適正化計画の中で定めた「低未利用土地権利設定等促進事業区域」におけ

る事業計画の位置付けで、計画の公告により、計画に定める地上権、賃借権、使用貸借による

権利が設定され、もしくは移転し、または所有権が移転されます。また、市町村は計画の施行

に必要な限度で、所有者等探索のため固定資産税課税情報等を利用することが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 都市再生推進法人（まちづくり団体等）の業務に、低未利用地の一時保有等を追加 

立地適正化計画で定める居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用地を都市再生推進

法人が一時的に保有し、利用希望者が現れた時に引き継ぐなどの業務が想定されています。 

Ｖｏｌ．２５９ 
（H30.4.20） 

北海道開発局都市住宅課 
まちづくり相談窓口 
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○ 低未利用土地の有効かつ適切な利用を促進！ 

○ 景観まちづくりの事例集『世界に誇れる日本の美しい景観・まちづくり』を公表！ 

○ 国営滝野すずらん丘陵公園４月２０日オープン！ 

○ 地方都市再生を考えるリレーシンポジウムのご案内 

○ 市街地再開発事業及びマンション建替事業に関する説明会のご案内 

 まちづくりに関して紹介したい地域の取組、配信アドレスの変更等については、 
まちづくり相談窓口(メールはこちら)まで  

※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○をクリック 

すると、各項目見出し 

にジャンプします 

制度活用のイメージ：利用権等の交換・集約、区画再編を通じて低未利用地を魅力向上施設に転換 

低未利用地の有効かつ適切な利用を促進！ 
～都市再生特別措置法等の一部を改正する法律～ 

 

mailto:hkd-ky-machidukuri@ml.mlit.go.jp
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③ 低未利用地を集約し商業施設等の敷地を確保する土地区画整理事業の集約換地の特例 

土地区画整理事業では照応の原則に基づき、従前の宅地の位置とほぼ等しい位置に換地を定

めざるを得ないですが、立地適正化計画に記載された、都市機能誘導区域をその施行地区に含

む土地区画整理事業の事業計画において、例外的に、従前の宅地の位置と離れた場所に換地で

きることとし、低未利用地の柔軟な集約により、地域に不可欠で、まちの顔となるような商業

施設・医療施設等の敷地を確保できるようにします。 

④ ③の制度に基づく土地区画整理事業への都市開発資金の貸付け 

地方公共団体が③の土地区画整理事業を施行する個人施行者、土地区画整理組合等に対し無

利子の資金貸付を行う場合も、都市開発資金から地方公共団体へ貸付できるようになります。 

⑤ 市町村による低未利用土地利用等指針の作成、低未利用地の管理についての地権者への勧告 

立地適正化計画に「低未利用土地利用等指針」に関する事項を記載することで、市町村は、

居住誘導区域等の低未利用土地の所有者等に対し、情報提供等の援助を行ったり、悪臭の発生

等の著しい支障が生じているとき、指針に即した管理を行うよう勧告できるようになります。 

（２） 身の回りの公共空間の創出 

① 「立地誘導促進施設協定制度」の創設 

立地適正化計画の居住誘導区域又は都市機能誘導区域内で、地域コミュニティやまちづくり

団体等が共同で整備・管理する交流広場、コミュニティ施設、防犯灯などの施設についての地

権者合意による協定を、市町村長の認可を受けて締結することができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「都市計画協力団体制度」の創設 

住民団体、商店街組合等を市町村長が指定することにより、まちづくりの担い手として公的

に位置づける制度で、指定団体は都市計画の提案を行うことができます。なお、提案制度の面

積要件（0.5ha以上）が除外され、小規模な計画提案も可能となります。 

（３） 都市機能のマネジメント 

①「都市施設等整備協定制度」の創設 

民間による都市施設、地区施設等の整備に関し、都市計画決定権者と民間事業者が役割・費

用の分担を定め、都市計画決定前に協定を締結できるようになります。民間が整備すべき都市

計画に定められた施設を確実に整備・維持していけるようになることが期待されます。 

② 誘導すべき施設（商業施設、医療施設等）の休廃止届出制度の創設 

都市機能誘導区域内にある商業施設・医療施設等を休廃止しようとする場合、市町村長への

事前届出が必要となり、市町村長は必要に応じて助言・勧告ができるようになります。市町村

が、既存建物・設備の有効活用など機能維持に向けて手を打てる機会の確保が期待されます。 

【都市の遊休空間の活用による安全性・利便性の向上】 

都市再生緊急整備地域を対象として①公共公益施設の転用の柔軟化 ②駐車施設の附置義務

の適正化 を図るとともに、③立体道路制度の適用対象の拡充（一般道路では、都市再生緊急整

備地域のみに限られていた適用地域を、その他の地域にも拡大）を図ります。 

 

※詳細については 国土交通省HP（H30.2.9 付け報道発表） をご覧ください。 

▲ＴＯＰ 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000122.html
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日本の各地には、美しい景観が広がっています。このような景観は、自然の中で形成された

ものもあれば、人々の生活や生業の中で生まれ、市民や企業、行政等の多くの方々の取組によ

り保全・再生されているものもあります。 

 この度、全国 47都道府県における美しい景観とそれを支える人々の取組、さらにはその景

観・取組によってもたらされたまちの賑わいや観光客の増加等の効果をとりまとめた資料が国

土交通省ＨＰにおいて公表されましたので、ご紹介します。 

【本資料の活用方法】 

各地の景観の成り立ちについて理解を深めること、美しい写真を見てそのまちを訪れるこ

と、各地の取組を参考に自身のまちづくりに活かすこと等、様々な形で本資料が活用されるこ

とを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ＴＯＰ 

景観まちづくりの事例集『世界に誇れる 

日本の美しい景観・まちづくり』を公表！ 
～都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案～ 

 

全国４７都道府県ごと１市町村ずつの事例のうち、北海道では小樽市が「小樽の新しい景観

軸の創出と夜間景観の魅力向上」と題して掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

※詳しくは 国土交通省HP（H30.3.30付け報道発表） をご覧ください。 

資料「世界に誇れる日本の美しい景観・まちづくり～全国 47都道府県の景観を活かしたまち

づくりと効果～」はURL: http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/keikanjireisyu2018.html 

から 4分割されたファイルがダウンロードできます。 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000270.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/keikanjireisyu2018.html
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 国営滝野すずらん丘陵公園は、４月２０日（金）からグリーンシーズン（～１１月１０日）

の営業を開始します。 

 

 今年度は、「こども料金の無料化」「大人料金の改定」「２日間通し券の新設」など入園料金

改定の試行（全国の国営公園で実施）を行います。 

 

 また、ＧＷ期間中は、親子で楽しめるクラフト体験「わんぱくフェスタ」を始め、３６５

品種のパンジー・ビオラを展示する「パンジー・ビオラ collection2018」や、春の森を楽

しむ「木の実の妖精 タキナッツビンゴ」「いきもの探検隊」など様々なイベントを予定して

いるとともに、５月４日（金・祝）は来園者全員が対象の無料入園日になっています。 

 

ぜひ、この機会に清々しい春の滝野すずらん丘陵公園へお越しください。 

 

※詳しくは 札幌開発建設部 HP（H30.4.16 付け報道発表） をご覧ください。 

  別紙２ すずらんメール春号 にはＧＷのイベントや公園ＭＡＰが掲載されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ＴＯＰ 

国営滝野すずらん丘陵公園４月２０日オープン！ 
～こども料金が無料に！ ５／４（金）は無料入園日！～ 

その他のイベント情報、お知らせ、アクセスは 国営滝野すずらん丘陵公園ＨＰ を

ご覧ください。 

公園スタッフによる「滝野日記」で実施済みのイベントの様子も確認できます。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/release/gburoi000000k24c-att/gburoi000000kbaw.pdf
http://www.takinopark.com/
http://www.takinopark.com/nikki/


 

 5 

Vol.25９ (H30.4.20) 

 
 

 

 

 

UR 都市機構は、札幌市で「地方都市再生を考えるリレーシンポジウム」を開催します。 

これは、地方都市の再生に向けた課題や今後の方向性を皆さまと共有することで、地方都市

再生のさらなる推進を図ることを目的としています。 

 

前半は、国土交通省とＵＲから、地方都市再生に関する最近の取り組みや、ＵＲがこれま

で手掛けた地区の実例などを紹介します。後半のパネルディスカッションでは、パネリスト

に OpenA代表取締役の馬場正尊氏、アフタヌーンソサエティ代表取締役の清水義次氏、ワ

ークヴィジョンズ代表取締役の西村浩氏を迎え、「新しい時代の再開発はありえるか?!」をテ

ーマに議論していただきます。 

 

東京、福岡、そして札幌へとバトンをつないできたこのリレーシンポジウムは、回を重ね

るごとに熱気を帯び、来場者の方々からも大きな反響をいただいています。 

 

１．開催日時  平成３０年５月２４日（木）１４：００～１７：３０ 

 
２．会 場   さっぽろテレビ塔２Ｆ（札幌市中央区大通西１丁目） 
 

３．参加費   無料 

 

４．事前参加申込み期限  平成３０年５月１７日（木）まで 

※定員１００名になり次第締め切りとなります。 

 

※札幌会場の Web 申し込みはこちらから。東京・福岡会場の開催報告も掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方都市再生を考える 

リレーシンポジウムのご案内 
 

▲ＴＯＰ 

https://www.ur-net.go.jp/machi-sympo/
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一般社団法人 再開発コーディネーター協会は、市街地再開発事業及びマンション建替事

業に関する最新施策等の説明会を下記のとおり開催します。 

 

１．開催日時 

平成３０年７月６日（金）９：３０～１７：００ 
 
２．会 場 

北海道立道民活動センタービル（かでる２・７）会議室 
（札幌市中央区北２条西７丁目） 

 

３．カリキュラム 

（１）マンション建替事業に関する最新施策・先進事例の紹介（９：３０～１１：５５） 

・マンション建替え政策、予算、法改正等 

     講師： 国土交通省 担当官 

・マンション建替法にもとづくマンション建替えの概要と最近の注目事例の紹介 

講師：URCAマンション建替えアドバイザー 

（２）市街地再開発事業に関する最新施策・先進事例の紹介（１３：００～１７：００） 

・最近の再開発事業関係新規施策等について 

     講師： 国土交通省 担当官 

・持続的な市街地構築に向けた市街地開発事業の展開(仮題) 

講師：学識経験者 

・再開発事業の新しい手法（事例紹介） 

講師：再開発プランナー 

 

４．参加費  

  地方公共団体等の方は、カリキュラム(1) 2,000円,（2）6,000円, (1)(2)同時申込 7,000円 

一般の方は、カリキュラム(1) 4,000円 ,（2）12,000円 , (1)(2)同時申込 15,000円 

 

５．申込方法 

メール又はＦＡＸにて所定の事項［連絡先、参加人数、受講希望カリキュラム（(1)、(2) 

又は(1)(2)同時受講の別）］を記入して「７．申込先・問合せ先」へお申込ください。 

 ※下記協会HPからも申込が可能です。 

６．申込期限  

平成３０年６月２９日（金）まで 

※申込期限までに定員（カリキュラム(1) 20 名、(2)15名）に達した場合、申込を締切る

場合がございます。 

 

７．申込先・問合せ先  

一般社団法人 再開発コーディネーター協会 事業関係説明会（担当 荒木・林） 

ＴＥＬ ： ０３－６４００－０２６２ 

ＦＡＸ ： ０３－３４５４－３０１５ 

Mail：jigyou@urca.or.jp  

※申込等に関する詳細は 一般社団法人再開発コーディネーター協会ＨＰ 

▲ＴＯＰ 

市街地再開発事業及びマンション建替事業 

に関する説明会のご案内 
 

mailto:jigyou@urca.or.jp
http://www.urca.or.jp/kenkyukai/setumeikai/index.html

